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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置が公衆ネットワークに接続できない限定エリアに存在する場合に前記端末装置
にコンテンツを配信するローカルサーバ装置であって、
　前記公衆ネットワーク上に存在するコンテンツストア装置から前記限定エリア内でのみ
配信する仮コンテンツを取得する限定エリア用通信部と、
　前記取得した仮コンテンツを保存する仮コンテンツ保存部と、
　前記仮コンテンツに前記限定エリアの識別情報を加えて、仮購入用コンテンツを生成す
る仮購入用コンテンツ生成部と、
　前記限定エリア内でのみ有効な第１の認証情報に基づいて、前記端末装置の認証を行な
う端末認証部と、を備え、
　前記認証済みの端末装置から要求があったときは前記認証済みの端末装置に対して前記
仮購入用コンテンツを配信することを特徴とするローカルサーバ装置。
【請求項２】
　公衆ネットワークに接続できない限定エリアに存在する場合に、ローカルサーバ装置か
らコンテンツを取得する端末装置であって、
　通信インタフェースとして機能する通信部と、
　前記ローカルサーバ装置との認証が済んだ後、前記ローカルサーバ装置から取得した仮
購入用コンテンツを保存する保存部と、
　前記取得した仮購入用コンテンツからコンテンツデータを抽出するＤＲＭ（Digital Ri
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ghts Management）制御部と、
　前記取得した仮購入用コンテンツから抽出した付加情報およびユーザの正規の認証情報
である第２の認証情報から、前記仮購入用コンテンツと前記第２の認証情報とに紐付く付
与情報を生成する情報抽出部と、を備え、
　前記公衆ネットワークに接続できる状態になったときに、前記第２の認証情報を用いて
前記公衆ネットワーク上に存在するコンテンツストア装置との認証を行ない、認証が済ん
だ後で、前記コンテンツストア装置へ前記付与情報を送信し、前記コンテンツストア装置
から正式コンテンツを取得することを特徴とする端末装置。
【請求項３】
　端末装置またはローカルサーバ装置が公衆ネットワークに接続できる通信エリアに存在
する場合に前記端末装置または前記ローカルサーバ装置にコンテンツを配信する、コンテ
ンツストア装置であって、
　前記ローカルサーバ装置に固有のローカルサーバ装置識別情報および仮コンテンツ毎に
付与する仮コンテンツ付与用識別情報から、仮コンテンツ付与情報を生成する仮コンテン
ツ付与情報生成部と、
　前記仮コンテンツ付与情報および正式コンテンツから、前記ローカルサーバ装置に配信
する仮コンテンツを生成する仮コンテンツ生成部と、を備え、
　前記公衆ネットワークを介して前記ローカルサーバ装置との認証が済んだ後で、前記ロ
ーカルサーバ装置に対して、前記仮コンテンツを配信することを特徴とするコンテンツス
トア装置。
【請求項４】
　端末装置が公衆ネットワークに接続しているときに、前記端末装置から仮購入用コンテ
ンツと前記第２の認証情報とに紐付く付与情報を取得し、前記付与情報から、前記仮購入
用コンテンツに関する情報およびユーザの正規の認証情報である第２の認証情報によって
認証ができた場合は、前記端末装置に対して、正式コンテンツの配信を行なうことを特徴
とする請求項３記載のコンテンツストア装置。
【請求項５】
　端末装置が公衆ネットワークに接続できない限定エリアに存在する場合に前記端末装置
にコンテンツを配信するローカルサーバ装置のプログラムであって、
　前記公衆ネットワーク上に存在するコンテンツストア装置から前記限定エリア内でのみ
配信する仮コンテンツを取得する処理と、
　前記取得した仮コンテンツを保存する処理と、
　前記仮コンテンツに前記限定エリアの識別情報を加えて、仮購入用コンテンツを生成す
る処理と、
　前記限定エリア内でのみ有効な第１の認証情報に基づいて、前記端末装置の認証を行な
う処理と、
　前記認証済みの端末装置から要求があったときは前記認証済みの端末装置に対して前記
仮購入用コンテンツを配信する処理と、の一連の処理をコンピュータに実行させることを
特徴とするプログラム。
【請求項６】
　端末装置が公衆ネットワークに接続できない限定エリアに存在する場合に前記端末装置
にコンテンツを配信するコンテンツ配信方法であって、
　前記公衆ネットワーク上に存在するコンテンツストア装置から前記限定エリア内でのみ
配信する仮コンテンツを取得するステップと、
　前記取得した仮コンテンツを保存するステップと、
　前記仮コンテンツに前記限定エリアの識別情報を加えて、仮購入用コンテンツを生成す
るステップと、
　前記限定エリア内でのみ有効な第１の認証情報に基づいて、前記端末装置の認証を行な
うステップと、
　前記認証済みの端末装置から要求があったときは前記認証済みの端末装置に対して前記
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仮購入用コンテンツを配信するステップと、を少なくとも含むことを特徴とするコンテン
ツ配信方法。
【請求項７】
　請求項１記載のローカルサーバ装置と、請求項２記載の端末装置と、請求項３記載のコ
ンテンツストア装置と、から構成されるコンテンツ配信システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置が公衆ネットワークに接続できない限定エリアに存在する場合に端
末装置にコンテンツを配信する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、コンテンツを配信するシステムが知られている。例えば、特許文献１には、
試聴コンテンツをダウンロードするかどうかとは関係なく、いつでも試聴コンテンツを試
聴することができる技術が開示されている。この技術では、サーバは、端末のユーザＩＤ
と、配信した試聴プレーヤの情報とを記憶しておき、端末からアクセスがあり、試聴要求
があった場に合、その試聴プレーヤ情報と端末情報とを確認して更新し、試聴コンテンツ
を配信する。ユーザから正式コンテンツの配信要求があった場合、端末情報と試聴コンテ
ンツの配信情報を確認した上で、試聴コンテンツに紐づけられた正式コンテンツを配信す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－７９１７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、地下鉄車内や航空機内など、端末が公衆ネットワークとの接続ができずに、即
時にセンターのサーバとアクセスできない場合、センターはコンテンツの配信やユーザＩ
Ｄ等の確認（認証）をリアルタイムで行なうことができない。この場合、このような限定
されたエリア（限定エリア）において、あらかじめローカルサーバを設け、ローカルサー
バへコンテンツを配信し、ローカルサーバが代わりに認証して、試聴コンテンツの配信を
行ない、ユーザがセンターと接続できる状態になった場合に、正式のコンテンツの配信要
求をセンターに送出して、正式コンテンツの配信する方法が考えられる。
【０００５】
　しかし、センターの側からすると、正式コンテンツをユーザではなく、一旦ローカルサ
ーバへ配信するのは、コンテンツの保護の観点から望ましくない。また、ユーザの側から
すると、ローカルサーバが正規のものであるかどうかを確認することができず、ユーザが
正規の認証情報をローカルサーバへ送信するのは危惧がある。ユーザが、センターと接続
できるようになった際に、改めてコンテンツの配信要求を行なうことは煩雑である。この
ような場合、自動的に接続できるようしておく方法も考えられるが、それまでに端末内に
ユーザが正規の認証情報を保持し続けることは、昨今の端末のオープン化の中で、悪意の
下で作製されたアプリケーションにより認証情報を奪取される危惧がある。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、端末装置が公衆ネットワーク
への接続ができない限定エリアに存在する場合であっても、コンテンツを利用することが
でき、かつ限定エリア外に出た場合に安全に正式コンテンツを購入することを可能とする
ローカルサーバ装置、端末装置、コンテンツストア装置、プログラム、コンテンツ配信方
法およびコンテンツ配信システムを提供することを目的とする。



(4) JP 5946212 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明のローカルサーバ装置は、端末装置が公衆ネットワークに接続できない限定エリ
アに存在する場合に前記端末装置にコンテンツを配信するローカルサーバ装置であって、
前記公衆ネットワーク上に存在するコンテンツストア装置から前記限定エリア内でのみ配
信する仮コンテンツを取得する限定エリア用通信部と、前記取得した仮コンテンツを保存
する仮コンテンツ保存部と、前記仮コンテンツに前記限定エリアの識別情報を加えて、仮
購入用コンテンツを生成する仮購入用コンテンツ生成部と、前記限定エリア内でのみ有効
な第１の認証情報に基づいて、前記端末装置の認証を行なう端末認証部と、を備え、前記
認証済みの端末装置から要求があったときは前記認証済みの端末装置に対して前記仮購入
用コンテンツを配信することを特徴とする。
【０００８】
　この構成により、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じ
て外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができな
くなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコンテンツを利用することが
できる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツを購入することができる。
ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについては、ユーザが公衆ネットワ
ークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツストア装置にアクセスするこ
とでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテンツを購入することが可能と
なる。
【０００９】
　（２）また、本発明の端末装置は、公衆ネットワークに接続できない限定エリアに存在
する場合に、ローカルサーバ装置からコンテンツを取得する端末装置であって、通信イン
タフェースとして機能する通信部と、前記ローカルサーバ装置との認証が済んだ後、前記
ローカルサーバ装置から取得した仮購入用コンテンツを保存する保存部と、前記取得した
仮購入用コンテンツからコンテンツデータを抽出するＤＲＭ（Digital Rights Managemen
t）制御部と、前記取得した仮購入用コンテンツから抽出した付加情報およびユーザの正
規の認証情報である第２の認証情報から、前記仮購入用コンテンツと前記第２の認証情報
とに紐付く付与情報を生成する情報抽出部と、を備え、前記公衆ネットワークに接続でき
る状態になったときに、前記第２の認証情報を用いて前記公衆ネットワーク上に存在する
コンテンツストア装置との認証を行ない、認証が済んだ後で、前記コンテンツストア装置
へ前記付与情報を送信し、前記コンテンツストア装置から正式コンテンツを取得すること
を特徴とする。
【００１０】
　この構成により、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じ
て外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができな
くなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコンテンツを利用することが
できる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツを購入することができる。
ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについては、ユーザが公衆ネットワ
ークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツストア装置にアクセスするこ
とでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテンツを購入することが可能と
なる。
【００１１】
　（３）また、本発明のコンテンツストア装置は、端末装置またはローカルサーバ装置が
公衆ネットワークに接続できる通信エリアに存在する場合に前記端末装置または前記ロー
カルサーバ装置にコンテンツを配信するコンテンツストア装置であって、前記ローカルサ
ーバ装置に固有のローカルサーバ装置識別情報および仮コンテンツ毎に付与する仮コンテ
ンツ付与用識別情報から、仮コンテンツ付与情報を生成する仮コンテンツ付与情報生成部
と、前記仮コンテンツ付与情報および正式コンテンツから、前記ローカルサーバ装置に配
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信する仮コンテンツを生成する仮コンテンツ生成部と、を備え、前記公衆ネットワークを
介して前記ローカルサーバ装置との認証が済んだ後で、前記ローカルサーバ装置に対して
、前記仮コンテンツを配信することを特徴とする。
【００１２】
　この構成により、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じ
て外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができな
くなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコンテンツを利用することが
できる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツを購入することができる。
【００１３】
　（４）また、本発明のコンテンツストア装置は、端末装置が公衆ネットワークに接続し
ているときに、前記端末装置から仮購入用コンテンツと前記第２の認証情報とに紐付く付
与情報を取得し、前記付与情報から、前記仮購入用コンテンツに関する情報およびユーザ
の正規の認証情報である第２の認証情報によって認証ができた場合は、前記端末装置に対
して、正式コンテンツの配信を行なうことを特徴とする。
【００１４】
　この構成により、ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについては、ユ
ーザが公衆ネットワークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツストア装
置にアクセスすることでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテンツを購
入することが可能となる。
【００１５】
　（５）また、本発明のプログラムは、端末装置が公衆ネットワークに接続できない限定
エリアに存在する場合に前記端末装置にコンテンツを配信するローカルサーバ装置のプロ
グラムであって、前記公衆ネットワーク上に存在するコンテンツストア装置から前記限定
エリア内でのみ配信する仮コンテンツを取得する処理と、前記取得した仮コンテンツを保
存する処理と、前記仮コンテンツに前記限定エリアの識別情報を加えて、仮購入用コンテ
ンツを生成する処理と、前記限定エリア内でのみ有効な第１の認証情報に基づいて、前記
端末装置の認証を行なう処理と、前記認証済みの端末装置から要求があったときは前記認
証済みの端末装置に対して前記仮購入用コンテンツを配信する処理と、の一連の処理をコ
ンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１６】
　この構成により、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じ
て外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができな
くなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコンテンツを利用することが
できる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツを購入することができる。
ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについては、ユーザが公衆ネットワ
ークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツストア装置にアクセスするこ
とでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテンツを購入することが可能と
なる。
【００１７】
　（６）また、本発明のコンテンツ配信方法は、端末装置が公衆ネットワークに接続でき
ない限定エリアに存在する場合に前記端末装置にコンテンツを配信するコンテンツ配信方
法であって、前記公衆ネットワーク上に存在するコンテンツストア装置から前記限定エリ
ア内でのみ配信する仮コンテンツを取得するステップと、前記取得した仮コンテンツを保
存するステップと、前記仮コンテンツに前記限定エリアの識別情報を加えて、仮購入用コ
ンテンツを生成するステップと、前記限定エリア内でのみ有効な第１の認証情報に基づい
て、前記端末装置の認証を行なうステップと、前記認証済みの端末装置から要求があった
ときは前記認証済みの端末装置に対して前記仮購入用コンテンツを配信するステップと、
を少なくとも含むことを特徴とする。
【００１８】
　この構成により、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じ
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て外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができな
くなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコンテンツを利用することが
できる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツを購入することができる。
ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについては、ユーザが公衆ネットワ
ークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツストア装置にアクセスするこ
とでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテンツを購入することが可能と
なる。
【００１９】
　（７）また、本発明のコンテンツ配信システムは、上記（１）記載のローカルサーバ装
置と、上記（２）記載の端末装置と、上記（３）記載のコンテンツストア装置と、から構
成される。
【００２０】
　この構成により、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じ
て外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができな
くなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコンテンツを利用することが
できる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツを購入することができる。
ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについては、ユーザが公衆ネットワ
ークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツストア装置にアクセスするこ
とでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテンツを購入することが可能と
なる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じ
て外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができな
くなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコンテンツを利用することが
できる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツを購入することができる。
ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについては、ユーザが公衆ネットワ
ークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツストア装置にアクセスするこ
とでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテンツを購入することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施形態に係るコンテンツ配信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】コンテンツストアの概略構成を示すブロック図である。
【図３】ローカルサーバの概略構成を示すブロック図である。
【図４】端末装置の概略構成を示すブロック図である。
【図５】端末装置の動作例を示すフローチャートである。
【図６】ローカルサーバの動作例を示すフローチャートである。
【図７】コンテンツストアの動作例を示すフローチャートである。
【図８】コンテンツストアの動作例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本実施形態は、コンテンツの配信や認証を行うセンターが公衆ネットワーク等を通じて
外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネットワークへの接続ができなく
なる状態生じる限定エリアにおいても、エリア内でコンテンツを利用でき、かつエリア外
においても自動的に安全に正式のコンテンツを購入できるしくみを提供する。例えば、地
下鉄や飛行機内などの公衆ネットワークへ接続することできず、コンテンツの購入サーバ
へアクセスすることができない限定エリアにおいて、仮コンテンツを格納するローカルサ
ーバと、仮購入用コンテンツを限定したエリア内に配信するために限定エリア内の端末と
認証を行い、仮購入用コンテンツを配信するアクセスポイントとを設ける。
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【００２４】
　コンテンツストアは、あらかじめ限定エリアへ、仮コンテンツを配信しておく。公衆ネ
ットワークへ接続することのできないエリアにある端末は、アクセスポイントと仮の認証
を行なって、ローカルサーバへ接続し、仮購入画面から仮購入手続きを行い、仮購入用コ
ンテンツを購入してダウンロードを行う。その際に、端末では仮購入用コンテンツの情報
と、ユーザの正規認証情報とから、その後購入サーバにアクセスできるようになった際に
サーバと認証を行うための認証情報を生成する。
【００２５】
　その後、端末が公衆ネットワークへ接続できる状態になった際に、端末は公衆ネットワ
ークを通じてコンテンツの購入サーバへ自動的にアクセスして、作成した仮購入用コンテ
ンツの情報と、ユーザの正規認証情報とから作成した情報とから本決済を行い、正式コン
テンツの再ダウンロード等を行う。
【００２６】
　本明細書では、正式コンテンツではなく“仮のコンテンツ“であって、コンテンツスト
アおよびローカルサーバに単に保存されている状態のコンテンツを、「仮コンテンツ」と
呼称し、ローカルサーバが、仮コンテンツに限定エリアの識別情報を加えて端末装置用に
加工したものを「仮購入用コンテンツ」と呼称する。
【００２７】
　図１は、本実施形態に係るコンテンツ配信システムの概略構成を示すブロック図である
。コンテンツ配信システムにおいて、コンテンツストア１は、正式コンテンツおよび仮コ
ンテンツを配信するコンテンツ配信部３と、ユーザの認証を行なう認証部５と、を備えて
いる。また、コンテンツストア１は、公衆ネットワーク７に接続されている。端末２３は
、公衆通信送受信局９を介して公衆ネットワークに接続し、無線通信を行なう。
【００２８】
　限定エリア１５は、例えば、地下鉄や飛行機内などの公衆ネットワークへ接続すること
できないエリアであり、限定エリア内ローカルサーバ１７、限定エリア内アクセスポイン
ト１９、および端末２１を含む。ただし、地下鉄の車両が車庫に入った状態や飛行機が飛
行場に停止している状態などでは、限定エリア内ローカルサーバ１７は、限定エリア用配
信機１３、限定エリア送受信局１１、公衆通信送受信局９を介して、公衆ネットワークに
接続することが可能である。すなわち、限定エリア内ローカルサーバ１７は、コンテンツ
ストア１と通信を行なうことが可能となる。
【００２９】
　図２は、コンテンツストアの概略構成を示すブロック図である。ローカルサーバリスト
１０１は、正式のローカルサーバとして登録したローカルサーバを特定する情報をリスト
化して保存する。仮コンテンツ用付与情報生成部１０３は、仮コンテンツ付与用固有情報
、ローカルサーバ情報から、仮コンテンツに付与するための情報を生成する。仮コンテン
ツ付与用固有情報１０７は、仮コンテンツ毎の固有の情報である。通信部１０９は、公衆
ネットワークを通じてローカルサーバや端末装置と通信を行なうためのインタフェースと
して機能する。ローカルサーバ認証部１１０は、ローカルサーバとの認証を行なう。端末
認証部１１１は、端末装置との認証を行なう。
【００３０】
　情報照合部１１３は、コンテンツを配信する際に、ローカルサーバリスト１０１や、後
述するユーザリスト１１５と情報を照合し、照合が成立した場合に、コンテンツ配信の指
示を出力する。ユーザリスト１１５は、正式のユーザとして登録したユーザを特定する情
報をリスト化して保存する。正式コンテンツ保存部１１７は、正式コンテンツを保存し、
認証が成立した端末装置からの要求に応じて、正式コンテンツを出力する。ローカルサー
バ配信コンテンツ生成部１１９は、正式コンテンツに対し、ローカルサーバ情報や、コン
テンツ識別情報を付与し、また、ＤＲＭ（Digital Rights Management）制限情報や、視
聴時間の制限、エリアの限定、画質劣化処理などを行ない、ローカルサーバで配信するた
めの仮コンテンツを生成する。仮購入用コンテンツ情報抽出部１２１は、端末装置から送
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信された仮購入用コンテンツに関する情報から、ユーザ情報、コンテンツ情報、ローカル
サーバ情報を抽出する。
【００３１】
　以上のように構成されたコンテンツストアは、ローカルサーバに対して、以下のように
機能する。すなわち、限定エリア内のローカルサーバ毎に付与する限定エリアローカルサ
ーバ識別情報と、仮コンテンツ毎に付与する仮コンテンツ付与用個別情報とから、仮コン
テンツ付与情報を生成する。この仮コンテンツ付与情報と、正式コンテンツとから、限定
エリアローカルサーバで配信するための仮コンテンツを生成する。仮コンテンツは、正式
購入コンテンツにＤＲＭを施して、時間限定や、視聴エリア限定のような形で閲覧を限定
しても良いし、正式コンテンツの一部分のみとしたり、質を落としたりするなど、正式購
入コンテンツと差をつけても良く  、正式コンテンツとは異なる制限を設けることとする
。コンテンツストアは、公衆ネットワークなどを通じて、限定エリアローカルサーバと通
信・認証を行い、正しい限定エリアローカルサーバであることを確認した後、限定エリア
ローカルサーバに、対応した仮コンテンツを配信する。
【００３２】
　また、コンテンツストアは、端末装置に対して、以下のように機能する。すなわち、端
末装置と通信し、端末装置が限定エリア内ローカルサーバで購入した仮購入用コンテンツ
およびユーザ情報に紐づく付与情報を抽出する。ローカルサーバの識別情報に紐づく情報
が付与されている場合は、それも抽出し、正しいローカルサーバを通じて配信したもので
あるかどうかを検証し、集計して、どのローカルサーバから配信したのかなどの統計を取
ってマーケティングなどに生かせるようにしても良い。抽出した付与情報から、仮購入用
コンテンツに関する情報  および端末装置の正規の認証情報を抽出し、それが正しいもの
であるならば端末装置が正規のものであり、また、端末装置が仮購入したコンテンツが正
しいものであると判断して、対応する正式コンテンツの配信を、端末装置に対して行う。
　図３は、ローカルサーバの概略構成を示すブロック図である。限定エリア用配信機通信
部２０１は、公衆通信網（公衆ネットワーク）とのインタフェースとして機能する。仮コ
ンテンツ保存部２０３は、公衆ネットワークを介してコンテンツストアからダウンロード
した仮コンテンツを保存する。仮購入用コンテンツ生成部２０５は、仮コンテンツに対し
て、ローカルエリア識別情報２１１を加えて、端末装置に配信する仮購入用コンテンツを
生成する。対端末通信部２０７は、端末装置と通信するインタフェースとして機能する。
コンテンツストア認証部２０９は、コンテンツストアとの認証を行なう。端末認証部２１
３は、端末装置との認証を行なう。例えば、悪意のある端末装置リスト等もここに含まれ
る。
【００３３】
　以上のように構成されたローカルサーバは、地下鉄の車両の車庫や空港等の、公衆ネッ
トワークを通じてコンテンツストアへ接続できる状態にあるときに、コンテンツストアと
認証を行う。コンテンツストアとの認証終了後、コンテンツストアから限定エリア内での
み配信する仮コンテンツの配信を受け、保存する。仮コンテンツには、ローカルサーバの
識別情報を付加しても良い。限定エリア内で、端末装置が通信を求めてくると、端末装置
が、限定エリア内での通信が可能である対応端末であることを識別し、認証する。認証は
、端末装置もしくは端末装置に搭載されているアプリケーションが、本システムに対応し
ているかどうかのみを判別するようにすればよいが、例えば、悪意のあるユーザを排除し
たり、ユーザのレベルによって、配信する仮購入用のコンテンツを変えるなど、ユーザの
識別情報を端末装置から受信し、ユーザレベルでの識別を行っても良い。認証後、端末装
置へ仮購入できるコンテンツのリストを送付する。端末装置から、コンテンツの購入要求
があれば、仮購入用コンテンツを配信する。
【００３４】
　図４は、端末装置の概略構成を示すブロック図である。通信部３０１は、ローカルサー
バや公衆ネットワークとの通信インタフェースとして機能する。情報抽出部３０３は、ロ
ーカルサーバからの受信情報から付加情報とコンテンツとを分離し、付加情報を解析し、
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抽出する。コンテンツ保存部３０５は、ローカルサーバまたは公衆ネットワークから受信
したコンテンツを保存する。表示情報生成・制御部３０７は、コンテンツに対し、ＤＲＭ
情報などにより視聴制限を行なう制御を行なうと共に、端末装置のユーザインタフェース
に表示させるための表示情報を生成する。ＵＩ（ユーザインタフェース）部３０９は、ユ
ーザに対する情報の出力を行ない、ユーザの操作を入力として受け付けるインタフェース
として機能する。
【００３５】
　情報送出部３１１は、認証情報や、付与情報を送出する。仮購入用コンテンツ情報保存
部３１３は、仮購入用コンテンツに関する情報を保存する。ＤＲＭ制御部３１５は、仮購
入用コンテンツを再生する際に、視聴制限や、意図的な画質劣化などを起こさせるための
制御を行なう。購入画面作成部３１７は、ユーザが、仮購入用コンテンツを購入する際の
入力画面を作製する。端末情報３１９は、限定エリア内でのみ有効な第１の識別情報や、
ユーザの正規の識別情報である第２の識別情報を保存 する。付与情報生成部３２１は、
仮購入用コンテンツから抽出した付加情報およびユーザの正規の認証情報である第２の認
証情報から、仮購入用コンテンツと第２の認証情報とに紐付く付与情報を生成する。ユー
ザ入力情報判別部３２３は、ＵＩ部３０９から入力された情報が、ユーザの正規の識別情
報である第２の識別情報であるかどうかを判別し、第２の識別情報が入力された場合は、
付与情報生成部３２１に出力する。
【００３６】
　以上のように構成された端末装置は、限定エリア内でローカルサーバとの通信・認証を
行う。認証する際は、ローカルサーバに対してはユーザの正規の認証情報（第２の認証情
報）は送信しない。端末情報、若しくはユーザの正規の認証情報とは異なり、ユーザを識
別するための識別情報（第１の識別情報）を送信する。認証後、端末装置は、ローカルサ
ーバから、そのローカルサーバで購入することができる仮コンテンツのリストの配信を受
け、ＵＩ部３０９に表示する。
【００３７】
　ユーザが諸望の仮コンテンツを選択すると、購入希望情報がローカルサーバへ送信され
、ローカルサーバから仮購入用コンテンツが配信される。この時、配信された仮購入用コ
ンテンツが、正規のローカルサーバからのものであるかどうかを検証し、正規のローカル
サーバであった場合のみ表示し、正式購入のためのコンテンツストアに送信する付与情報
を生成する。これにより、悪意の下で構成されたサーバから、例えば、ユーザが望まない
広告目的のコンテンツの配信を受けることを防ぐことができる。 
　正規のローカルサーバからのものであるかどうかの検証は、仮購入用コンテンツに付属
しているローカルサーバの識別情報と（コンテンツストアが付与する）、ローカルサーバ
が付与したローカルサーバの識別情報とが一致するかを検証することによって行なう。仮
購入時、若しくは仮購入用コンテンツのダウンロード時に、端末装置は、合わせて、正規
の認証情報の入力画面を、ＵＩ部３０９を通じて表示させ、ユーザからの正規の認証情報
の入力を受ける。入力された正規の認証情報と、仮購入用コンテンツに付与されている情
報とから、コンテンツストアに送信する付与情報を生成する。
【００３８】
　ユーザが入力した正規の認証情報は、付与情報生成後、消去することで安全を保つこと
が可能となる。付与情報には、コンテンツの識別情報とユーザの識別情報に紐づく情報が
含まれることとなるが、さらにこれに、仮購入用コンテンツにローカルサーバの識別情報
が含まれる場合、ローカルサーバに紐づく情報が含まれるようにしても良い。このように
、端末装置は、ユーザの正規の認証情報と、仮購入用コンテンツに付与されている情報と
から、端末装置がコンテンツストアと接続できる状態になった時に認証を行い正式コンテ
ンツの配信を受けるための付与情報を生成する。
【００３９】
　端末装置が、公衆ネットワークを通じてコンテンツストアへ接続できる状態になり、か
つ、仮購入用コンテンツの購入を行っている場合、上記付与情報をコンテンツストアへ送
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信する。この情報に基づいて、コンテンツストアにより仮購入用コンテンツおよびユーザ
認証情報が正規のものであると判断されると、コンテンツストアから正式コンテンツが配
信される。仮購入用コンテンツを、正式コンテンツにＤＲＭを施して生成している場合は
、ＤＲＭを外すことで正式コンテンツとすることで、ダウンロードする時間を短縮しても
良い。また、仮購入用コンテンツは、制限時間経過時、限定エリア外に出たときになどに
、削除を行うようにしても良い。
【００４０】
　次に、本実施形態に係るコンテンツ配信システムの動作について説明する。まず、端末
装置の動作について説明する。図５は、端末装置の動作例を示すフローチャートである。
ユーザがコンテンツの購入を希望し（ステップＳ１）、端末装置がコンテンツストアと通
信を行なう（ステップＳ２）。次に、端末装置が限定エリア内に存在するかどうかを判断
する（ステップＳ３）。端末装置が限定エリア内に存在している場合は、仮購入画面を表
示する（ステップＳ５）。次に、ユーザがコンテンツを選択し、仮購入する（ステップＳ
６）。次に、コンテンツストアと通信可能であるかどうかを判断し（ステップＳ８）、コ
ンテンツストアと通信が可能でない場合は、ユーザが仮購入用コンテンツを視聴できるよ
うにし（ステップＳ９）、ステップＳ８に遷移する。一方、ステップＳ８において、端末
装置がコンテンツストアと通信が可能である場合は、ステップＳ１０に遷移する。
【００４１】
　ステップＳ３において、端末装置が限定エリア内に存在している場合は、正規購入画面
を表示する（ステップＳ４）。そして、ユーザが正式コンテンツを選択し、購入する（ス
テップＳ７）。次に、認証を行なった後、正式コンテンツを配信し（ステップＳ１０）、
ユーザが正式コンテンツを視聴できるようになる（ステップＳ１１）。
【００４２】
　図６は、ローカルサーバの動作例を示すフローチャートである。ローカルサーバが、コ
ンテンツストアと通信が可能である状態で、コンテンツストアとの認証を行なう（ステッ
プＳ１０１）。次に、ローカルサーバは、コンテンツストアから仮コンテンツを受信する
（ステップＳ１０２）。次に、仮コンテンツへローカルサーバ識別情報を付与し（ステッ
プＳ１０３）、端末装置から、通信要求があったかどうかを判断する（ステップＳ１０４
）。端末装置から、通信要求がない場合は、ステップＳ１０４の判断を繰り返し、端末装
置から、通信要求があった場合は、端末装置の認証を行なう（ステップＳ１０５）。この
認証で、端末装置が正規であるかどうかを判断し（ステップＳ１０６）、正規でない場合
は、不正端末として、リスト化する。一方、正規であった場合は、仮購入用コンテンツリ
ストを端末装置に送付する（ステップＳ１０７）。次に、購入要求があったかどうかを判
断し（ステップＳ１０８）、無い場合は、ステップＳ１０８の判断を繰り返す。一方、ス
テップＳ１０８において、購入要求があった場合は、仮購入用コンテンツを端末装置に配
信する（ステップＳ１０９）。
【００４３】
　図７は、コンテンツストアの動作例を示すフローチャートである。まず、ローカルサー
バに対する動作を示す。ローカルサーバからの通信依頼があると（ステップＳ２０１）、
ローカルサーバに対する認証を行ない、ローカルサーバの識別を行なう（ステップＳ２０
２）。次に、仮コンテンツを生成し（ステップＳ２０３）、仮コンテンツに対し、ローカ
ルサーバ識別情報を付与する（ステップＳ２０４）。次に、対ローカルサーバコンテンツ
配信リストを更新し（ステップＳ２０５）、ローカルサーバへ仮コンテンツを配信する（
ステップＳ２０６）。
【００４４】
　図８は、コンテンツストアの動作例を示すフローチャートである。ここでは、端末装置
に対する動作を示す。端末装置からの通信依頼があると（ステップＳ３０１）、端末装置
に対する認証を行ない、また、端末装置の識別を行なう（ステップＳ３０２）。次に、端
末装置から付与情報を受信したかどうかを判断し（ステップＳ３０３）、付与情報を受信
していない場合は、通常動作を行なう。一方、ステップＳ３０３において、端末装置から
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付与情報を受信した場合は、付与情報からコンテンツ情報、ユーザ情報、ローカルサーバ
情報を抽出する（ステップＳ３０４）。次に、ユーザ情報が正しいかどうかを判断し（ス
テップＳ３０５）、正しくない場合は何もせず、正しい場合は、ローカルサーバ情報が正
しいかどうかを判断する（ステップＳ３０６）。ステップＳ３０６において、ローカルサ
ーバ情報が正しくない場合は、何もせず、正しい場合は、ローカルサーバ情報と、コンテ
ンツとを対比し、対ローカルサーバコンテンツ配信リストと一致しているかどうかを判断
する（ステップＳ３０７）。一致していなければ何もせず、一致していた場合は、ユーザ
へ正式コンテンツを配信する（ステップＳ３０８）。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、コンテンツの配信や認証を行うセンターが
公衆ネットワーク等を通じて外部に存在するコンテンツ配信システムにおいて、公衆ネッ
トワークへの接続ができなくなる状態が生じる限定エリアにおいても、限定エリア内でコ
ンテンツを利用することができる。また、限定エリア外においても安全に正式コンテンツ
を購入することができる。ユーザが限定エリア内で購入した仮購入用コンテンツについて
は、ユーザが公衆ネットワークに接続できる状態になった場合に、自動的にコンテンツス
トア装置にアクセスすることでユーザが再度購入手続きを行なわなくても、正式コンテン
ツを購入することが可能となる。
【符号の説明】
【００４６】
１　コンテンツストア
３　コンテンツ配信部
５　認証部
７　公衆ネットワーク
９　公衆通信送受信局
１１　限定エリア送受信局
１３　限定エリア用配信機
１５　限定エリア
１７　限定エリア内ローカルサーバ
１９　限定エリア内アクセスポイント
２１　端末装置
２３　端末装置
１０１　ローカルサーバリスト
１０３　仮コンテンツ用付与情報生成部
１０７　仮コンテンツ付与用固有情報
１０９　通信部
１１０　ローカルサーバ認証部
１１１　端末認証部
１１３　情報照合部
１１５　ユーザリスト
１１７　正式コンテンツ保存部
１１９　ローカルサーバ配信コンテンツ生成部
１２１　仮購入用コンテンツ情報抽出部
２０１　限定エリア用配信機通信部
２０３　仮コンテンツ保存部
２０５　仮購入用コンテンツ生成部
２０７　対端末通信部
２０９　コンテンツストア認証部
２１１　ローカルエリア識別情報
２１３　端末認証部
３０１　通信部
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３０３　情報抽出部
３０５　コンテンツ保存部
３０７　表示情報生成・制御部
３０９　ＵＩ部
３１１　情報送出部
３１３　仮購入用コンテンツ情報保存部
３１５　ＤＲＭ制御部
３１７　購入画面作成部
３１９　端末情報
３２１　付与情報生成部
３２３　ユーザ入力情報判別部
 
 

【図１】 【図２】
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